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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和 48 年法律第 117 号。以

下「化審法」という。）第３条第１項第５号に基づく少量新規化学物質の製造及

び輸入の申出における、平成２５年度第１回（平成２５年１月２１日（月）～

１月３０日（水））申出について、e-Gov 電子申請システムを用いて申出を行っ

た事業者には、確認通知書の郵送前に確認数量を速報することに致します。 

 

確認数量の速報は、当室から電子メールで送付する予定です。速報を希望さ

れる方は、電子申請時の基本情報入力画面の連絡先情報欄に速報を受け取るこ

とができるメールアドレスを入力してください。（別紙１） 

なお、この速報は電子申請システムを用いて申出を行った方全てを対象とし

て実施しますので、事前の登録は必要ありません。 

 

 

＜確認数量の速報の概要＞ 

○対象者 

  e-Gov 電子申請システムを用いて申出を行った事業者 

 ○速報でお伝えする内容 

  数量調整により申出数量と確認数量が異なることとなった物質の受付番号

及び確認数量 

○実施時期 

  ２月下旬（予定） 

 

 

【問い合わせ先】 

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室（審査担当） 

TEL: 03-3501-0605 

FAX: 03-3501-2084 

E-mail: qqhbbfa@meti.go.jp 

  

mailto:qqhbbfa@meti.go.jp


（別紙１） 

 

電子申請時のメールアドレスの入力について 

 

 

e-Gov 電子申請システムを用いて申出を行う場合の操作方法については、以下

のアドレスでご案内しております。 

 基本情報の入力の画面（初めての申出の場合はマニュアル１４ページ、以前

申出を行っている場合はマニュアル１７ページ）において、「連絡先に関する情

報」のメールアドレス欄に、受信可能なメールアドレスが記載されているかど

うかご確認ください。 

 

（e-Gov 電子申請システムを使用した少量新規申出提出マニュアル） 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/sh

inki/shoryo/denshi/program/e-Gov_manual.pdf 

 

 

 

 



・・・ 

「連絡先に関する情
報」の中の、メール
アドレス欄に入力さ
れたアドレスに確認
数量の速報を送付し
ます。 
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